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判
事
補
に
任
命
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
付
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
付
を
命
ず
る

京
都
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

判
事
補
に
任
命
す
る

●

京
都
大
学
法
学
部
卒
業

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
付
を
免
ず
る
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ｌ
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Ｉ
ｌ
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ｌ
‐
ｒ
■
１
１
‐
Ｌ
ｌ
い
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｆ
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一
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昭
和
三
十
六
年
九
月
十
二
日

０
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む
ら
村

－

内 最
高
裁
判
所

内 最
高
裁
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

最
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裁
判
所
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と
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八
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七
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一
ハ

平
成
五

年
号

四

〃

五 四

一
一

〃

四 四
月

一

〃 一
一
一
ハ

一

一

四

〃 一
一

一
一
一

日

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
着
任
．

東
京
出
発

る
（
併
任
の
期
間
は
平
成
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
）

総
合
外
交
政
策
局
国
連
政
策
課
国
際
平
和
協
力
室
に
併
任
す

二
等
書
記
官
を
命
ず
る

る 外
務
事
務
官
（
国
際
連
合
日
本
政
府
代
表
部
）
に
転
任
さ
せ

条
約
局
の
併
任
を
解
除
す
る

る 総
合
外
交
政
策
局
国
連
政
策
課
国
際
平
和
協
力
室
に
併
任
す

外
務
事
務
官
（
条
約
局
）
に
併
任
す
る

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

事

項

〃 〃 〃

外
務
省

法
務
省

最
高
裁
判
所

庁
名

2丁

中
村
愼
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一
一
一

〃 〃 〃 〃 〃 〃 平
成
九

年
号

五 四 〃

〃 〃 〃 〃

五 四
月

一

一

七
一

一

九

〃 一
一
ハ

一

五

一
一

一

○ 一
日

判
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

大
阪
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

大
阪
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
補
に
任
命
す
る

辞
職
を
承
認
す
る

帰
朝
（
東
京
）

ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
出
発

帰
朝
を
命
ず
る

事

項

内
閣

〃 〃 最
高
裁
判
所

内
閣

〃

外
務
省 庁
名

3丁

中
村

愼
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一
一

一

一

一

七 日

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
第
一
課
長
を
免
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
第
一
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
第
三
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
第
二
課
長
を
免
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
第
三
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
第
二
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事

項

〃 最
高
裁
判
所
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内
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高
裁
判
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名
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年
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一
一 九
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五 月

一
一
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一

○
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一

○ 一 八
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一

四

〃 二

七

一
一
一
ハ

日

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
長
の
事
務
取
扱
を
命
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
長
を
命
ず
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
の
指
名
を
解
く

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

I

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
を
免
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

同
時
に
兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
退
官
と
な
る

に
つ
き
任
期
終
了

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
判
事

事

項

最
高
裁
判
所

法
務
省

〃 〃 〃 〃 最
高
裁
判
所

内
閣 庁

名

5丁

中
村
愼
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す
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